
開発予定地は埋蔵文化財の在る

場所である。 

３ 開発事業にともなう埋蔵文化財の取り扱いの流れ 

 
              開発事業の計画立案  

開発予定地は埋蔵文化財が存

在しない場所である。 

「埋蔵文化財発掘の届出」の提出 
※文化財保護法第 93条に基づく届出を、開発着工

の 60日前までに提出してください。 

「富山県教育委員会からの指導事項の通知」 
※指導内容は、工事内容および遺跡の状況によって以下の種

類に分かれます。 

埋蔵文化財に影響のない工事 

例：基礎の浅い住宅建設など 

埋蔵文化財に影響がある工事 

例：地中深くまで掘削ある建築

物、地盤改良など 

慎重工事 
専門職員に

よる立会は

しません。慎

重に工事を

してくださ

い。 

立会工事 
専門職員が

工事に立会

します。事前

に日時の連

絡をしてく

ださい。 

試掘調査 
調査の日時を

専門職員と調

整してくださ

い。 

本発掘調査

工事によって

埋蔵文化財が

削除される場

合。 
市教育委員会

と協議 

工事実施 
埋蔵文化財を発見

本発掘調査 埋蔵文化財に影響がな

い工事へと計画変更 

工事実施 工事実施

届出の必要はありません。 

工事実施

工事中に埋蔵文化財が発見された。

文化スポーツ課に連絡

発見届を提出 

埋蔵文化財の発見はなかった

工事実施
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